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はじめに

　1970 年代から 1980 年代にかけて、台湾にお

ける喫煙率⑴は、男性が約 60%、女性が約 4%

でほぼ一定していた。1990 年代に入ると、男

性の喫煙率が下がり始め、1990 年の 59.4% か

ら 2010 年には 35.0% まで低下した。一方、女

性の喫煙率は 1990 年が 3.8%、2010 年が 4.1%

で目立った変化は見られない。2010 年の男女

合わせた喫煙率は 19.8% であった。⑵

　この間、台湾政府は、たばこによる健康被害

を防止し国民の健康増進を図るため、たばこ規

制の施策を積極的に推進してきた。1997 年に

はたばこ煙害防止法（原文は「菸害防制法」）⑶

が制定され、たばこの販売価格も数次にわたっ

て引き上げられた。また、2005 年には「たばこの

規制に関する世界保健機関枠組条約」⑷（以下、

「たばこ規制枠組条約」という。）が立法院で批

准され、2007 年には、たばこ規制枠組条約の

内容を反映させる形で、たばこ煙害防止法が全

面的に改正された⑸。近年は、受動喫煙の被害

防止が特に重要な課題とみなされ、たばこ煙害

防止法の改正においても、公共の場所の喫煙規

制の厳格化と罰則強化が焦点の 1 つとなった。

　本稿では、公共の場所の喫煙規制を中心に、

台湾のたばこ煙害防止法の規定と喫煙規制に関

する最近の動向を紹介し、あわせて、たばこ煙

害防止法の全文を訳出する。

Ⅰ　公共の場所の喫煙規制に関する法整備

1　法整備の沿革

　公共の場所における喫煙規制に関して、台湾

では 1987 年 6 月 3 日に「公共場所禁煙弁法」⑹

が制定された。全 10 か条から成る同弁法は、
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⑴ 満 18 歳以上の喫煙率。台湾においては、児童少年福祉権益保障法等により18 歳未満の者の喫煙が禁じられている。
⑵ 「成年人吸菸行為調查」衛生福利部國民健康署菸害防制資訊網 〈http://tobacco.hpa.gov.tw/Show.aspx?MenuId=581〉 

以下、インターネット情報は 2014 年 8 月 7 日現在である。
⑶ 「菸害防制法」（1997 年 3 月19 日公布）立法院法律系統 〈http://lis.ly.gov.tw/lghtml/lawstat/version2/02549/025498603 

0400.htm〉
⑷ 条約全文の日本語訳（外務省訳）は外務省ホームページ参照。〈http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/

treaty159_17a.pdf〉
⑸ 「菸害防制法」（2007 年 7 月 11 日公布）立法院法律系統 〈http://lis.ly.gov.tw/lghtml/lawstat/version2/02549/0254996 

061500.htm〉 なお、その後条文の一部が改正されたため、現行法とは異なる。
⑹ 「公共場所禁煙辦法」（行政院衛生署衛署環字第 663089 號）法務部全國法規資料庫 〈http://law.moj.gov.tw/Law/
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公共の場所の空気の質を維持し国民の健康を増

進することを目的として制定され、全面禁煙と

する場所と、喫煙区域又は喫煙室を設置しそれ

以外での喫煙を禁止する場所とを定めている。

また、公共の場所の従業者に対しては、喫煙可

能区域以外での喫煙行為を発見した場合それを

制止するよう義務付け、同弁法の規定を遵守し

成績が良好な公共の場所を衛生署が表彰すると

規定しているが、罰則規定は設けられていない。

同弁法は、たばこ規制を強化するためたばこ煙

害防止法が制定されたのに伴い、1997 年 9 月

17 日に廃止された。

　たばこ煙害防止法⑺（以下、「旧法」という。）

は、たばこの害を防止して国民の健康を守るこ

とを目的とし、1997 年 3 月 19 日に公布され、

公布の 6 か月後から施行された。旧法は全 30

か条から成り、公共の場所の喫煙規制のほか、

たばこの販売及び広告に関する規制、18 歳未

満の者の喫煙禁止、たばこの害についての教育

及び広報等について、罰則も含め定めている。

旧法に関して、行政院はたばこ規制をさらに強

化するため 2000 年と 2002 年に改正案を立法院

に提出し、審議が行われたが、いずれも成立に

は至らなかった。

　しかし、2005 年 1 月 14 日、たばこ規制枠組

条約が立法院で批准されたのを契機として、条

約の内容に沿って法改正が行われることになり、

同年 4 月 17 日、行政院が旧法の改正案を立法

院に提出し、審議が開始された。関係業界の利

害の対立等のため、改正案の審議は難航したが、

2007 年 6 月 15 日、全 35 か条から成る改正法⑻

が立法院で可決され、成立した。改正法は同年

7 月 11 日に公布され、公布の 18 か月後から施

行された。さらに、2009 年 1 月 12 日には、改

正法の一部の条文の改正が行われ⑼、同年 1 月

23 日に現行のたばこ煙害防止法⑽が公布、同年

6 月 1 日に施行された。

　

2 　現行のたばこ煙害防止法の構成

　現行のたばこ煙害防止法の構成は、第 1 章：

総則（第 1 条～第 3 条）、第 2 章：たばこ製品

健康福祉賦課金及びたばこ製品の管理（第 4 条

～第 11 条）、第 3 章：児童、少年⑾及び妊婦の

喫煙の禁止（第 12 条～第 14 条）、第 4 章：喫

煙場所の制限（第 15 条～第 19 条）、第 5 章：

たばこの害の教育及び広報（第 20 条～第 22

条）、第 6 章：罰則（第 23 条～第 33 条）、第 7 章：

附則（第 34 条～第 35 条）である。

Ⅱ　公共の場所の喫煙規制

　

　たばこ煙害防止法における公共の場所の喫煙

規制に関する規定は、法改正により大幅に拡充

された。旧法では第 13 条から第 16 条までの 4

か条、現行法では第 15 条から第 19 条までの 5

か条がそれに該当し、両者を比較すると、条数

が増えただけでなく、規定の内容がより具体的

で詳細なものとなっている。

 LawSearchResult.aspx?p=A&k1=%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%A0%B4%E6%89%80%E7%A6%81%E7%85%99%
E8%BE%A6%E6%B3%95&t=E1F1A1&TPage=1〉 たばこ規制の主管官庁である行政院衛生署が制定したもので、
我が国の省令にほぼ相当する。

⑺ 前掲注⑶
⑻ 前掲注⑸
⑼ 法第 4 条のたばこ製品健康福祉賦課金の金額が改正された。後述（Ⅲ.2. 参照）。
⑽ 「菸害防制法」（2009 年 1 月 23 日公布）法務部全國法規資料庫 〈http://law.moj.gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx

?p=A&t=A1A2E1F1&k1=%E8%8F%B8%E5%AE%B3%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95〉
⑾ 台湾の法令において、「児童」は 12 歳未満の者、「少年」は 12 歳以上 18 歳未満の者をいう。
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表　たばこ煙害防止法により喫煙が規制される公共の場所（新旧比較）

旧法 現行法

全
面
禁
煙

＜第 13条（第 1項）＞ ＜第 15 条（第 1項）＞

①図書室、教室、実験室　
②劇場、講堂、展示室、会議場（室）
③体育館、屋内プール
④民用航空機、旅客バス、ケーブルカー、タクシー、

渡船、エレベーター、密閉された列車、地下鉄の駅、
車両、その他各種の密閉された公共交通機関

⑤託児所、幼稚園
⑥医療機関、養護施設、その他の医療関係機関、障

害者福祉施設
⑦金融機関、郵便局、電信局の営業場所
⑧可燃物・爆発物を製造、貯蔵、販売する場所
⑨その他中央政府の主管機関が定める場所

①高校以下の学校、その他 18 歳未満の者の教育又
は活動に供することを主たる目的とする場所

②高等教育機関、図書館、博物館、美術館、その他
の文化・社会教育機関の屋内スペース

③医療機関、養護施設、その他の医療関係機関、社
会福祉施設（高齢者福祉施設の完全に仕切られた
空調付き屋内喫煙室と屋外スペースを除く）

④政府機関・公営事業機関の屋内スペース
⑤公共交通機関、タクシー、観光バス、地下鉄、駅、

旅客待合室
⑥可燃物・爆発物を製造、貯蔵、販売する場所
⑦金融機関、郵便局、電信事業の営業場所
⑧屋内のスポーツ、フィットネス、トレーニングを

行う場所
⑨教室、図書室、実験室、コンサートホール、講堂、

展示室、会議場（室）、エレベーターの内部
⑩歌劇場、映画館、カラオケ・インターネットカフェ

等の娯楽施設の屋内スペース
⑪ホテル、ショッピングセンター、飲食店等の屋内

スペース（完全に仕切られた空調付き喫煙室、午
後 9 時以降に営業を開始する 18 歳未満入場不可
のバー等を除く）

⑫ 3 人以上が共用する屋内の職場
⑬その他公共の使用に供される屋内スペース、各級

政府の主管機関が定める場所及び交通機関

喫
煙
区
域
を
除
き
禁
煙

＜第 14条（第 1項）＞ ＜第 16 条（第 1項）＞

①学校、公民館、記念館、図書館、博物館、美術館、
文化センター

②歌劇場、映画館、その他の演芸場
③観光旅館、百貨店、スーパーマーケット、ショッ

ピングセンター、床面積 200㎡以上のレストラン
④密閉されていない列車、船舶
⑤駅、港、空港の券売室、旅客待合室
⑥政府機関、公営事業機関
⑦社会福祉施設
⑧その他中央政府の主管機関が定める場所

①高等教育機関、図書館、博物館、美術館、その他
の文化・社会教育機関の屋外スペース

②屋外のスタジアム、プール、その他公衆のレクリ
エーションに供される屋外スペース

③高齢者福祉施設の屋外スペース
④その他各級政府の主管機関が定める場所及び交通

機関

（出典） 「菸害防制法」（1997 年 3 月 19 日公布）立法院法律系統 〈http://lis.ly.gov.tw/lghtml/lawstat/version2/02549/025498 
6030400.htm〉 及び同改正法（2009年1月23日公布）法務部全國法規資料庫 〈http://law.moj.gov.tw/Law/LawSear 
chResult.aspx?p=A&t=A1A2E1F1&k1=%E8%8F%B8%E5%AE%B3%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95〉 に
基づき筆者作成。丸囲み数字は号数を示す。
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1 　喫煙が規制される公共の場所

　たばこ煙害防止法には、公共の場所において

全面禁煙とする場所と喫煙区域以外を禁煙とす

る場所が具体的に規定されている。旧法では第

13 条と第 14 条、現行法では第 15 条と第 16 条

がその規定である。これらの規定に列挙されて

いる公共の場所は、前頁の表のとおりである。

　この表からわかるように、現行法の規定は旧

法と比べ、全面禁煙とする公共の場所を大幅に

拡大し、対象となる区域もより具体的に示して

いる。現行法の規定からは、① 18 歳未満の者

を対象とする高校以下の教育施設等、②公共の

場所の屋内スペース、③ 3 人以上が共用する屋

内の職場を全面禁煙とすることが明確に読み取

れる。高校以下の教育施設等の全面禁煙は未成

年者をたばこの害から守ること、3 人以上が共

用する屋内の職場の全面禁煙は職場での受動喫

煙の害を防止することを目的とし、屋内の公共

空間の全面禁煙と併せて、法改正において喫煙

規制強化の重点とされたところである。

2 　規制強化の要点

　現行法は、公共の場所に喫煙区域を設置する

ときは、その面積をその公共の場所の屋外面積

の 2 分の 1 以下とし、かつ、誰もが通らなけれ

ばならない場所に設置してはならないと定めて

いる（第 16 条第 2 項）。

　また、現行法は、第 15 条及び第 16 条に掲げ

られていない場所についても、所有者、責任者

又は管理者が指定すればその場所を禁煙とする

ことができるとしている。妊婦又は 3 歳未満の

幼児がいる屋内の場所における喫煙も禁止され

る。（第 17 条）

　そのほか、禁煙区域での喫煙及び 18 歳未満

の者の喫煙区域への立入りに対する制止義務も、

その公共の場所の責任者及び従業者に課されて

いる（第 18 条）。

3 　罰則

　公共の場所の喫煙規制に関する規定に違反し

た場合の現行法の罰則規定は、旧法よりかなり

重いものとなった。

　本章第 1 節で紹介した喫煙が規制される公共

の場所で喫煙した者に対しては、2 千台湾ドル⑿

以上 1 万台湾ドル以下の過料が科される（第

31 条第 1 項）。この場合の旧法での過料は、1

千台湾ドル以上 3 千台湾ドル以下であった。

　また、公共の場所の所有者等が禁煙標識の設

置義務、禁煙区域での喫煙関連器物の提供禁止、

喫煙区域設置に関する遵守事項等の規定に違反

したときは、1 万台湾ドル以上 5 万台湾ドル以

下の過料が科される（第 31 条第 2 項）。この場

合の旧法での過料は、1 万台湾ドル以上 3 万台

湾ドル以下であった。

Ⅲ　喫煙規制の強化拡大

　現行のたばこ煙害防止法は、公共の場所の喫

煙規制のほか、たばこ規制枠組条約の規定に基

づいて、たばこの販売・広告規制の強化、たば

この成分表示や健康被害の警告表示の徹底、た

ばこの害の広報強化を始め喫煙規制に関連する

様々な規定を設けている。特に注目される規定

と最近の動きを紹介する。

　

1 　未成年者及び妊婦の喫煙禁止

　現行法は、次世代の国民をたばこの害から守

ることに力点を置いた規定を新たに設けた。

　台湾では未成年者、特に男子の喫煙率の上昇

傾向が続いており、その対策が大きな課題と

なっている。例えば、日本の中学校に相当する

国民中学の生徒の喫煙率は、2004 年には男子

⑿ 1 台湾ドルは約 3.4 円（2014 年 8 月分報告省令レート）。
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8.5%、女子 4.2% であったが、2010 年には男子

11.2%、女子 4.2% となった⒀。18 歳未満の者

の喫煙の禁止やたばこ販売における 18 歳未満

の者への提供禁止は、旧法にも規定があった。

現行法は、それに加えて、18 歳未満の者への

たばこ提供の禁止や公共の場所の喫煙区域への

立入り制止について、一層厳格な規定を設けて

いる（第 12 条、第 13 条、第 18 条）。

　また、胎児の健康を守るという観点から、妊

婦の喫煙禁止、妊婦に対する喫煙の強要・勧誘

等の禁止も明記された（第 12 条、第 13 条）。

2 　たばこ製品健康福祉賦課金

　たばこ製品健康福祉賦課金は 2002 年 1 月 1

日から徴収が開始され、当初はたばこ酒税法に

規定が置かれていた。当初、紙巻たばこの場

合 1 箱（20 本）につき 5 台湾ドルであったが、

2006 年 2 月に 1 箱につき 10 台湾ドルに引き上

げられた。2007 年、たばこ煙害防止法の改正

に際して、同賦課金は、たばこ規制の強化と国

民の健康増進に寄与するものとの位置付けによ

り、たばこ煙害防止法第 4 条にその規定が置か

れることになった。2007 年 7 月 11 日に公布さ

れた改正法では、金額は改正前と同額であった

が、2009 年 1 月 23 日に公布された現行法では

この第 4 条が改正され、金額が 1 箱につき 20

台湾ドルへと、倍額に引き上げられた。

　同賦課金はたばこ税⒁と同時に徴収され、国

民健康保険⒂の準備金を始め、国民の健康及び

福祉の増進のために用いられる⒃。

3 　最近の動き

⑴　公園の禁煙化

　2014 年 4 月 1 日から、衛生福祉省の公告に

より、公園等の禁煙化が実施された。対象とな

るのは、①国立公園、国立自然公園、特定風致

地区、森林遊楽区、及び②公園緑地である⒄。

観光客が比較的多い区域、市民の憩いのための

公園等がこの公告における喫煙禁止範囲に指定

されている。これらの公園等では、たばこ煙害

防止法第 16 条第 1 項第 4 号の規定に基づき、

喫煙区域を除いて喫煙してはならず、喫煙区域

が設置されていない場合は全面禁煙とすること

になった。

⑵　学校周辺の歩道の全面禁煙化

　地方政府もたばこ煙害防止法の規定に基づい

て、それぞれ独自に喫煙を規制する場所の指定

⒀ 「青少年吸菸行為調查」衛生福利部國民健康署菸害防制資訊網 〈http://tobacco.hpa.gov.tw/Show.aspx?MenuId=582〉
⒁ たばこ税は、紙巻たばこの場合、1 箱（20 本）につき 11.8 台湾ドルである。
⒂ 原文は「全民健康保険」、国民全員を対象とする強制加入の公的医療保険。
⒃ 「たばこ製品健康福祉賦課金配分運用弁法（原文表記：菸品健康福利捐分配及運作辦法）」（2011 年 9 月 5 日改正）

は、配分割合について次のように定めている。「たばこ農家及び関連産業労働者対策費として実際の必要性に応
じて前年度の賦課金徴収総額の 1% 以下の金額を配分した上で、残額を次のとおり配分する。国民健康保険準備
金 70%、癌予防治療費 5.5%、医療の質向上のための経費 4%、医療資源不足地域への補助 2.5%、稀少疾患等の
医療費 2%、経済困窮者の保険費用補助 6%、中央・地方政府のたばこ煙害防止対策費 3%、中央・地方政府の衛
生保健対策費 3%、中央・地方政府の社会福祉対策費 3%、中央・地方政府の密造たばこ取締り及びたばこ製品
の脱税防止対策費 1%」法務部全國法規資料庫 〈http://law.moj.gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx?p=A&t=A1A2E1F1
&k1=%E8%8F%B8%E5%93%81%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%A6%8F%E5%88%A9%E6%8D%90%E5%88%86%
E9%85%8D%E5%8F%8A%E9%81%8B%E4%BD%9C%E8%BE%A6%E6%B3%95%EF%BC%8896.10.11%E8%A8%8
2%E5%AE%9A%EF%BC%89〉

⒄ 衛生福祉省公告（2014 年 3 月 4 日）の附表に、国立公園 7 か所、国立自然公園 1 か所、国家級風致地区 9 か所、
県市級風致地区 9 か所、国立森林遊楽区 21 か所が掲げられている。〈http://www.hpa.gov.tw/BHPNet/Portal/File/An
nounceFile/201403050419081657/%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%85%AC%E5%91%8A%E5%8F%8A%E9%99%84
%E8%A1%A8.pdf〉
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等を実施している。このうち、台北市は、他の

地方政府に先駆けて 2012 年 4 月 30 日から市内

の学校周辺の歩道の全面禁煙化を進めている⒅。

同法第 15 条第 1 項第 13 号の規定に基づくもの

であり、違反者には 2 千台湾ドル以上 1 万台湾

ドル以下の過料が科される。学校に隣接する屋

外空間には喫煙規制がなく、学校の敷地外から

のたばこの煙の流入による受動喫煙の被害を防

ぐため、この措置が取られた。

おわりに

　政府は喫煙率の年度目標値を 2013 年 18.0%、

2014 年 17.5%、2015 年 17.0%、2016 年 16.5%

と設定し、たばこ煙害防止法の改正も視野に入

れて、禁煙対策を今後さらに強化しようとして

いる⒆。

　一方、たばこ製品健康福祉賦課金は、2 年ご

とに金額の見直しを行うことがたばこ煙害防止

法に規定されているが、2009 年 6 月 1 日に引

き上げられて以来、据え置かれたままである。

政府は、同賦課金の金額引上げには明らかに喫

煙人口を減らす効果がみられるとして、その引

上げの早期実現も目指している⒇。公共の場所

の喫煙規制からさらに進んで、喫煙人口を減ら

し、たばこの煙のない環境と国民の健康を保障

することがその目標となっている。

（おかむら　しがこ）

⒅ 「5 月 31 日「世界無菸日」臺北市新增民生國小周邊人行道禁止吸菸」（新聞稿 2014 年 5 月 30 日）臺北市政府

衛生局 〈http://www.health.gov.tw/Default.aspx?tabid=36&mid=442&itemid=32765〉 2014 年 5 月 31 日現在、台北市内
の計 21 校（小学校 12、中学校 3、高校 2、高級職業学校 1、大学 3）で学校周辺の歩道の全面禁煙化が実施され
ている。

⒆ 「行政院衛生署中程施政計畫（102 至 105 年度）」〈http://www.mohw.gov.tw/cht/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_
no=6&fod_list_no=569&doc_no=1219〉 なお、行政院衛生署は、2013 年 7 月 23 日、行政院の機構改革により衛生
福祉省（中国語表記は「衛生福利部」、英文表記は Ministry of Health and Welfare）等に再編され、たばこ規制は
衛生福祉省国民健康署の所管となった。

⒇ 「衛生福利部業務概況暨本會期優先立法計畫報告（書面報告）」（立法院第 8 期第 5 会期社会福祉衛生環境委員
会全体委員会議 2014 年 3 月 6 日）〈http://www.mohw.gov.tw/MOHW_Upload/doc/8-5%e6%9c%83%e6%9c%9f%e9%
83%a8%e9%95%b7%e6%9b%b8%e9%9d%a2%e5%a0%b1%e5%91%8a_0043920001.pdf〉
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第 2 章 　たばこ製品健康福祉賦課金及びたばこ製品の

管理（第 4 条～第 11 条）

第 3 章 　児童、少年及び妊婦の喫煙の禁止（第 12 条

～第 14 条）

第 4 章 　喫煙場所の制限（第 15 条～第 19 条）

第 5 章 　たばこの害の教育及び広報（第 20 条～第 22

条）

第 6 章 　罰則（第 23 条～第 33 条）

第 7 章 　附則（第 34 条～第 35 条）

第 1章　総則

第 1条　たばこの害を防止し、国民の健康を

守るため、この法律を制定する。この法律に

規定のないものは、他の法令の規定を適用す

るものとする。

第 2条　この法律において次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

⑴　たばこ製品とは、全部又は一部に葉たば

こ又はその代用品を原料として用い、喫煙

用、噛み用、吸引用、嗅ぎ用又はその他の

用途に用いるために製造された紙巻たばこ、

刻みたばこ、葉巻その他のたばこ製品をい

う。

⑵　喫煙とは、たばこ製品を吸引し、又は咀

嚼し、若しくは火のついたたばこ製品を携

帯する行為をいう。

⑶　たばこ製品の容器とは、消費者にたばこ

製品を販売するときに使用する全ての包装

箱、缶その他の容器をいう。

⑷　たばこ製品の広告とは、不特定の消費者

に対するたばこ製品の販売又はその使用の

促進を直接又は間接の目的又は効果とする、

あらゆる形式の商業宣伝、販売促進、提案

又は行動をいう。

⑸　たばこ製品の後援とは、不特定の消費者

に対するたばこ製品の販売又はその使用の

促進を直接又は間接の目的又は効果とし、

あらゆる行事、活動又は個人に対して行う

あらゆる形式の寄附をいう。

第 3条　この法律にいう主管機関とは、中央

政府にあっては行政院衛生署⑴、直轄市に

あっては直轄市政府、県（市）にあっては県

（市）政府をいう。

第 2章　たばこ製品健康福祉賦課金及びたば

こ製品の管理

第 4条　たばこ製品は、健康福祉賦課金を課

さなければならない。その金額は、次の各号

に掲げるとおりとする。

⑴　紙巻たばこは、1 千本につき 1 千台湾ド

たばこ煙害防止法
菸害防制法

（2009 年 1 月 12 日改正　同 1 月 23 日公布　同 6 月 1 日施行）

国立国会図書館　調査及び立法考査局　　　　　　　
 主任調査員　海外立法情報調査室　　岡村　志嘉子訳

⑴ 行政院衛生署は、2013 年 7 月 23 日、行政院の機構改革により衛生福祉省（中国語表記は「衛生福利部」、英
文表記は Ministry of Health and Welfare）等に再編され、たばこ規制は、衛生福祉省国民健康署の所管となった。
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ル⑵とする。

⑵　刻みたばこは、1 キログラムにつき 1 千

台湾ドルとする。

⑶　葉巻は、1 キログラムにつき 1 千台湾ド

ルとする。

⑷　その他のたばこ製品は、1 キログラムに

つき 1 千台湾ドルとする。

　前項の健康福祉賦課金の金額は、中央政府

の主管機関及び財政省が 2 年ごとに財政、経

済、公衆衛生その他関係分野の専門家を招集

して、次の各号に掲げる要素により評価を行

わなければならない。

⑴　喫煙に起因する疾病並びにその罹患率、

死亡率及び国民健康保険⑶の医療費

⑵　たばこ製品の消費量及び喫煙率

⑶　たばこ製品の税及び賦課金がたばこ製品

の平均小売価格に占める割合

⑷　国民所得及び物価指数

⑸　たばこ製品の価格及びたばこの害の防止

に影響を及ぼすその他の要素

　第 1 項の金額は、中央政府の主管機関及び

財政省が前項の規定による評価の結果、引き

上げる必要があると認めるときは、行政院の

決定を経て立法院で審査し、可決しなければ

ならない。

　たばこ製品健康福祉賦課金は、国民健康保

険の準備金、癌の予防治療、医療の質向上、

医療資源不足地域への補助、稀少疾患等の医

療費、経済困窮者の保険費用、中央及び地方

政府におけるたばこの害の防止対策、衛生保

健対策、社会福祉対策、密造たばこの取締り、

たばこ製品の脱税防止、たばこ農家及び関連

産業労働者に対する支援のために用いなけれ

ばならない。その配分及び運営に関する規則

は、中央政府の主管機関及び財政省が策定し、

かつ、立法院に送付して審査を行うものとす

る。

　前項にいう医療資源不足地域及び経済困窮

者は、中央政府の主管機関がこれを定める。

　たばこ製品健康福祉賦課金は、たばこ酒税

徴収機関が当該税を徴収するときに代行して

これを徴収する。その納税義務者、免税、還

付、納付調査及び罰則は、たばこ酒税法の規

定によるものとする。

第 5条　消費者にたばこ製品を販売するとき

は、次の各号に掲げる方法によってこれを

行ってはならない。

⑴　自動販売機、通信販売、オンラインショッ

ピングその他消費者の年齢を識別する方法

がないもの

⑵　開放型の商品陳列棚など消費者が商品を

直接手に取ることができ、かつ、消費者の

年齢を識別する方法がないもの

⑶　1 販売単位が 20 本未満又はその内容物

の純重量が 15 グラム未満の包装方法によ

るもの。ただし、葉巻は、この限りでない。

第 6条　たばこ製品、銘柄、及びたばこ製品

容器に記す文字又は記号は、「軽いたばこ」「低

タール」その他喫煙が健康に無害又は害が軽

微であると誤認させるおそれのある表現を用

いてはならない。ただし、この法律の改正前

のたばこ製品の名称には、これを適用しない。

　たばこ製品容器の最大面とその裏面の目立

つ位置に、喫煙は健康に有害であるという警

告表示及び禁煙関連情報を中国語で掲載しな

ければならない。その表示面積は、当該面積

の 35% を下回ってはならない。

　前項の表示の内容、面積その他遵守事項に

関する規則は、中央政府の主管機関がこれを

定める。

⑵ 1 台湾ドルは約 3.4 円（2014 年 8 月分報告省令レート）。
⑶ 原文は「全民健康保険」、国民全員を対象とする強制加入の公的医療保険。
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第 7条　たばこ製品に含まれるニコチン及び

タールは、たばこ製品容器に中国語で表示し

なければならない。ただし、専ら輸出用とな

る製品は、この限りでない。

　前項のニコチン及びタールは、最高含有量

を超えてはならない。その最高含有量と検査

方法、含有量の表示方法その他遵守事項に関

する規則は、中央政府の主管機関がこれを定

める。

第 8条　たばこ製品の製造及び輸入業者は、次

の各号に掲げる情報を申告しなければならな

い。

⑴　たばこ製品の成分、添加物及びその毒性

に関する情報

⑵　たばこ製品の排出物及びその毒性に関す

る情報

　前項の申告情報は、中央政府の主管機関が

定期的に自主公開しなければならない。必要

なときは、あわせて要員を派遣してサンプル

検査（試験）を行うことができる。

　前 2 項の申告すべき情報の内容、期日、手

続、検査（試験）その他遵守事項に関する規

則は、中央政府の主管機関がこれを定める。

第 9条　たばこ製品の販売促進又はたばこ製

品の広告においては、次の各号に掲げる方法

を用いてはならない。

⑴　ラジオ、テレビ、映画、ビデオ、電信、

インターネット、新聞、雑誌、看板、ポス

ター、ちらし、通知、発表、説明書、見本、

掲示、展示その他文字、図画、物品又は電

磁的記録物による宣伝

⑵　たばこ製品を取材し、報道で紹介し、又

は他人の名義を借りる形で宣伝すること。

⑶　たばこ製品を割引販売し、又は他の物品

をたばこ製品販売の景品若しくは賞品とす

ること。

⑷　たばこ製品を物品販売又は活動の景品若

しくは賞品とすること。

⑸　たばこ製品と他の物品を抱き合わせて販

売すること。

⑹　1 本、ばら売り若しくはまとめて包装し

た形で割当て、又は売りつけること。

⑺　たばこ製品の銘柄又は商標と同じ又は類

似の商品を利用して宣伝すること。

⑻　茶話会、食事会、説明会、品評会、リサ

イタル、講演会、スポーツ若しくは公益等

の活動又はその他類似の方法で宣伝するこ

と。

⑼　その他中央政府の主管機関が公告で禁止

する方法

第 10 条　たばこ製品を販売する場所は、第 6

条第 2 項、第 12 条第 1 項及び第 13 条に規定

する警告表示を目立つ場所に掲示しなければ

ならない。たばこ製品又はたばこ製品容器の

展示は、消費者がたばこ製品の銘柄及び価格

を知るために必要なものに限らなければなら

ない。

　前項の掲示及び展示の範囲、内容、方法そ

の他遵守事項に関する規則は、中央政府の主

管機関がこれを定める。

第 11 条　営業場所においては、販売促進又は

営利を目的としてたばこ製品を無料で提供し

てはならない。

第 3章　児童、少年⑷及び妊婦の喫煙の禁止

第 12条　18 歳未満の者は、喫煙してはならない。

　妊婦もまた、喫煙してはならない。

⑷ 台湾の法令において、「児童」は 12 歳未満の者、「少年」は 12 歳以上 18 歳未満の者をいう。
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　父母、後見人その他実際に世話をする者は、

18 歳未満の者が喫煙するのを禁止しなけれ

ばならない。

第 13 条　何人も、18 歳未満の者にたばこ製品

を提供してはならない。

　何人も、強制、誘惑又はその他の方法によ

り妊婦に喫煙させてはならない。

第 14 条　何人も、たばこ製品の形をした砂糖

菓子、スナック菓子、玩具その他いかなる物

品も製造し、輸入し、又は販売してはならな

い。

第 4章　喫煙場所の制限

第 15 条　次の各号に掲げる場所は、喫煙を全

面的に禁止する。

⑴　高級中等学校⑸以下の学校その他児童及

び少年の教育又は活動に供することを主た

る目的とする場所

⑵　高等教育機関、図書館、博物館、美術館

及びその他の文化・社会教育機関の屋内ス

ペース

⑶　医療機関、養護施設、その他の医療関係

機関及び社会福祉施設が置かれている場所。

ただし、高齢者福祉施設において、独立の

空調設備が設置され完全に仕切られた屋内

喫煙室又は屋外スペースは、この限りでな

い。

⑷　政府機関及び公営事業機関の屋内スペー

ス

⑸　公共交通機関、タクシー、観光バス、地

下鉄、駅及び旅客待合室

⑹　可燃物若しくは爆発物を製造し、貯蔵し、

又は販売する場所

⑺　金融機関、郵便局及び電信事業の営業場

所

⑻　屋内のスポーツ、フィットネス又はト

レーニングを行う場所

⑼　教室、図書室、実験室、コンサートホー

ル、講堂、展示室、会議場（室）及びエレベー

ターの内部

⑽　歌劇場、映画館、カラオケ業又はインター

ネットカフェ業その他公衆のレクリエー

ションに供される屋内スペース

⑾　ホテル、ショッピングセンター、飲食店

その他公衆が消費活動を行う屋内スペー

ス。ただし、当該場所において、独立の空

調設備が設置され完全に仕切られた屋内喫

煙室、屋外空間に半ば開放されている飲食

場所、シガーバー、午後 9 時以降に営業

を開始し 18 歳以上の者のみが入場できる

バー及びカラオケ施設は、この限りでない。

⑿　3 人以上が共用する屋内の職場

⒀　その他公共の使用に供する屋内の場所並

びに各級政府の主管機関が公告で指定する

場所及び交通機関

　前項各号に定める場所は、全ての入口に

はっきりとした禁煙標識を設置しなければな

らず、かつ、喫煙関連の器物を提供してはな

らない。

　第 1 項第 3 号及び第 11 号のただし書きに

いう屋内喫煙室は、その面積、施設及び設置

に関する規則について、中央政府の主管機関

がこれを定める。

第 16 条　次の各号に掲げる場所においては、

喫煙区域を除いて喫煙してはならない。喫煙

区域が設置されていないときは、喫煙を全面

的に禁止するものとする。

⑴　高等教育機関、図書館、博物館、美術館

⑸ 日本の高等学校に相当する。
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及びその他の文化・社会教育機関の屋外ス

ペース

⑵　屋外のスタジアム、プールその他公衆の

レクリエーションに供される屋外の場所

⑶　高齢者福祉施設の屋外スペース

⑷　その他各級政府の主管機関が公告で指定

する場所及び交通機関

　前項各号に定める場所は、全ての入口及び

その他適当な地点にはっきりとした禁煙標識

又は喫煙区域以外で喫煙してはならないこと

を意味する標識を設置しなければならず、か

つ、喫煙区域以外で、喫煙関連の器物を提供

してはならない。

　第 1 項にいう喫煙区域の設置は、次の各号

に掲げる規定に合致させなければならない。

⑴　喫煙区域は、はっきりとした標識を掲示

しなければならない。

⑵　喫煙区域の面積は、当該場所の屋外面積

の 2 分の 1 を上回ってはならず、かつ、誰

もが必ず通らなければならない場所に設置

してはならない。

第 17 条　第 15 条第 1 項及び前条第 1 項以外

の場所であって、所有者、責任者又は管理者

が喫煙を禁止すると指定した場所は、喫煙を

禁止する。

　妊婦又は 3 歳未満の幼児がいる屋内の場所

は、喫煙を禁止する。

第 18 条　第 15 条又は第 16 条にいう禁煙の場

所で喫煙したとき、又は 18 歳未満の者が喫

煙区域に立ち入ったときは、当該場所の責任

者及び従業者は、これを制止しなければなら

ない。

　禁煙の場所で喫煙したときは、その場にい

る者は、これを制止することができる。

第 19 条　直轄市及び県（市）政府の主管機関

は、第 15 条及び第 16 条に規定する場所及び

喫煙区域の設置並びに管理に係る事項につい

て、定期的に要員を派遣して検査しなければ

ならない。

第 5章　たばこの害の教育及び広報

第 20 条　各機関及び学校は、たばこの害の防

止についての教育及び広報を積極的に行わな

ければならない。

第 21 条　医療機関、カウンセリング機関及び

公益団体は、禁煙に関するサービスを提供す

ることができる。

　前項のサービスに対する助成又は奨励に関

する規則は、各級政府の主管機関がこれを定

める。

第 22 条　テレビ番組、演劇上演、カラオケ及

びプロスポーツ試合等においては、喫煙のイ

メージを特に強調してはならない。

第 6章　罰則

第 23 条　第 5 条又は第 10 条第 1 項の規定に

違反した者は、1 万台湾ドル以上 5 万台湾ド

ル以下の過料に処し、かつ、その都度個別に

処罰することができる。

第 24 条　第 6 条第 1 項、第 2 項又は第 7 条第

1 項の規定に違反するたばこ製品を製造し又

は輸入した者は、100 万台湾ドル以上 500 万

台湾ドル以下の過料に処し、かつ、期限まで

に回収するよう命じる。期限までに回収され

なかったときは、その都度個別に処罰し、規

定に違反したたばこ製品は、没収してこれを

廃棄する。
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　第 6 条第 1 項、第 2 項又は第 7 条第 1 項の

規定に違反するたばこ製品を販売した者は、

1 万台湾ドル以上 5 万台湾ドル以下の過料に

処する。

第25条　第 8 条第 1 項の規定に違反した者は、

10 万台湾ドル以上 50 万台湾ドル以下の過料

に処し、かつ、期限までに申告するよう命じ

る。期限までに申告しなかった者は、その都

度個別に処罰する。

　中央政府の主管機関が第 8 条第 2 項の規定

に基づいて行うサンプル検査（試験）を忌避

し、妨害し、又は拒絶した者は、10 万台湾

ドル以上 50 万台湾ドル以下の過料に処する。

第 26 条　製造又は輸入業者であって、第 9 条

各項の規定に違反した者は、500 万台湾ドル

以上 2500 万台湾ドル以下の過料に処し、か

つ、その都度個別に処罰する。

　広告業又は放送・メディア業者であって、

第 9 条各項の規定に違反し、たばこ製品の広

告を制作し、受信し、又は掲載した者は、20

万台湾ドル以上 100 万台湾ドル以下の過料に

処し、かつ、その都度個別に処罰する。

　第 9 条各項の規定に違反した者は、前 2

項に別に定めるものを除き、10 万台湾ドル

以上 50 万台湾ドル以下の過料に処し、かつ、

その都度個別に処罰する。

　

第 27 条　第 11 条の規定に違反した者は、2 千

台湾ドル以上 1 万台湾ドル以下の過料に処す

る。

第28条　第 12 条第 1 項の規定に違反した者は、

禁煙教育を受けさせなければならない。当該

行為者が 18 歳未満でかつ未婚であるときは、

あわせてその父母又は後見人に対し本人をそ

れに参加させるよう命じなければならない。

　正当な理由なく通知に基づく禁煙教育を受

講しなかった者は、2 千台湾ドル以上 1 万台

湾ドル以下の過料に処し、かつ、その都度個

別に処罰する。行為者が 18 歳未満でかつ未

婚であるときは、その父母又は後見人を処罰

する。

　第 1 項の禁煙教育の実施に関する規則は、

中央政府の主管機関がこれを定める。

第 29 条　第 13 条の規定に違反した者は、1 万

台湾ドル以上 5 万台湾ドル以下の過料に処す

る。

第 30 条　製造又は輸入業者であって、第 14

条の規定に違反した者は、1 万台湾ドル以上

5 万台湾ドル以下の過料に処し、かつ、期限

までに回収するよう命じる。期限までに回収

されなかったときは、その都度個別に処罰す

る。

　販売業者であって、第 14 条の規定に違反

した者は、1 千台湾ドル以上 3 千台湾ドル以

下の過料に処する。

第 31 条　第 15 条第 1 項又は第 16 条第 1 項の

規定に違反した者は、2 千台湾ドル以上 1 万

台湾ドル以下の過料に処する。

　第 15 条第 2 項、第 16 条第 2 項又は第 3 項

の規定に違反した者は、1 万台湾ドル以上 5

万台湾ドル以下の過料に処し、かつ、期限ま

でに是正させる。期限までに是正されなかっ

たときは、その都度個別に処罰することがで

きる。

第 32 条　この法律の規定に違反して、第 23

条から前条までの規定により処罰された者に

ついては、あわせて被処分者及びその法律違

反の内容を公告することができる。
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第 33 条　この法律に定める罰則は、第 25 条

が中央政府の主管機関による処罰を規定して

いる事項を除き、直轄市及び県（市）政府の

主管機関がこれを処罰する。

第 7章　附則

第 34 条　第 4 条の規定に基づいて徴収するた

ばこ製品健康福祉賦課金のうち、中央及び地

方政府におけるたばこの害の防止対策並びに

衛生保健対策のために配分される部分は、中

央政府の主管機関が基金を設置し、たばこの

害の防止及び衛生保健に関する業務を行うも

のとする。

　前項の基金の収支、保管及び運用に関する

規則は、行政院がこれを定める。

第 35 条　この法律は、公布の日から 6 か月後

に施行する。

　この法律の中華民国 96 年 6 月 15 日改正条

文⑹は、行政院が定める第 4 条の施行日を除

き、公布の日から 18 か月後に施行する。

　この法律の中華民国 98 年 1 月 12 日改正の

第 4 条の条文⑺の施行日は、行政院がこれを

定める⑻。

出典

・ 「菸害防制法」法務部全國法規資料庫 〈http://law.moj.

gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx?p=A&t=A1A2E1F1

&k1=%E8%8F%B8%E5%AE%B3%E9%98%B2%E5%

88%B6%E6%B3%95〉

（おかむら　しがこ）

⑹ たばこ煙害防止法は、2007（中華民国 96）年 6 月 15 日に全面改正された。
⑺ 第 4 条については、2009（中華民国 98）年 1 月 12 日にさらに改正が行われた。
⑻ 行政院は、第 4 条の施行日を 2009 年 6 月 1 日と定めた。


